
月
～
８
月
分
が
約
１
０
０
０
件
、
説

明
を
聞
い
た
方
が
４
０
０
件
。
設
定

支
援
で
は
５
月
、
６
月
は
１
０
０

件
台
だ
っ
た
が
７
月
、
８
月
は
月

３
５
０
件
を
超
え
、
こ
の
先
も
増

加
見
込
み
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
人
数
は
８

月
末
現
在
８
９
４
４
人
、
交
付
率
は

18
．40
％
と
５
か
月
間
で
２
０
８
５

人
、
４
．
19
％
増
加
し
て
い
る
。

市
内
民
間
幼
保
施
設
へ
の
新

規
就
業
者
に
奨
励
金
を
交
付
す
る

事
業
で
令
和
３
年
度
に
15
人
を
予

定
。
そ
れ
以
上
の
応
募
が
あ
れ
ば

ど
う
な
る
の
か
。
周
知
方
法
は
。

民
間
の
認
定
こ
ど
も
園
、
保

育
園
、
小
規
模
保
育
事
業
所
が
該

当
と
な
り
、
市
内
就
労
を
促
進
し
、

新
卒
保
育
士
の
確
保
、
潜
在
保
育

士
の
発
掘
等
の
効
果
を
期
待
し
、

保
育
士
不
足
の
解
消
を
目
的
と
し

て
い
る
。
15
人
は
過
去
の
採
用
実

績
、
今
後
の
採
用
予
定
な
ど
を
踏

ま
え
た
人
数
と
な
る
。
各
園
の
状

況
に
よ
り
採
用
人
数
は
増
減
す
る
。

15
人
を
超
え
る
場
合
も
、
該
当
者

全
員
に
奨
励
金
を
支
給
し
た
い
。

制
度
の
周
知
は
、
県
内
大
学
の
訪

問
、
市
内
園
で
教
育
実
習
を
行
う

実
習
生
へ
も
個
別
に
周
知
、
広
報

菊
川
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活

用
し
広
く
行
う
。

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に

よ
る
タ
ブ
レ
ッ
ト
児
童
生
徒
１
人

１
台
の
完
備
予
定
と
、
遠
隔
授
業

へ
の
活
用
と
取
組
は
。

情
報
端
末
導
入
の
購
入
費
及

び
設
定
費
を
予
算
要
望
し
、
端
末

は
12
月
初
旬
を
目
標
に
納
品
、
そ

の
後
校
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
の
接
続
設
定

業
務
を
実
施
し
、
令
和
３
年
３
月

中
旬
に
終
了
す
る
予
定
。
遠
隔
授

業
へ
の
活
用
は
不
登
校
児
童
生
徒

へ
の
授
業
配
信
、
学
舎
内
の
小
学

校
同
士
の
交
流
授
業
や
児
童
会
活

動
の
合
同
会
議
を
研
究
し
て
い
る
。

ま
た
、
小
谷
村
と
の
交
流
に
活
用

を
検
討
し
て
い
る
。

ピックアップ
発　議
意見書

次
の
２
つ
の
意
見
書
を
可
決
し
、
国
へ
提
出
し
ま
し
た
。

●
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
伴
う
地
方
財
政
の
急
激
な
悪
化
に

　
対
し
地
方
税
財
源
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書

●
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
の
た
め
の
対
策
の

　
さ
ら
な
る
推
進
に
関
す
る
意
見
書

防災・減災、国土強靭化のための対策のさらなる推進に関する意見書 

 

 近年、地球規模の気候変動などの影響によると思われる記録的な豪雨や大型台風などに

より、広範囲にわたる大規模な河川の氾濫や土砂災害などの自然災害によって甚大な人的・

物的被害が発生している。 

 また、風水害だけでなく、首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模な自然災害の発

生も懸念されている。 

 本市においては、昨年10月に上陸した台風19号や頻発する集中豪雨の影響により、市内

各所で発生した浸水災害、牛渕川の堤防越水、土砂災害による市道の崩落などが記憶に新

しいところである。 

 こうした中、全国的に多発する自然災害に対し、国においては平成30年より「防災・減

災、国土強靭化のための３か年緊急対策」を決定し、地方においても緊急性を有する防災・

減災対策等の国土強靭化対策に積極的に取り組み、所要の成果をあげてきているところで

あるが、大規模な自然災害の発生に備え、整備が必要な地域や場所はいまだ多く残ってい

る。 

 このため、国や地方の経済・社会活動を停滞、深刻化させることなく持続的に発展させ

ていくためには、国民の生命と財産を守る防災・減災対策及び重要なインフラ機能を確保

するための国土強靭化対策を引き続き迅速かつ着実に推進することが喫緊の課題である。 

 よって、国においては中長期的な視点に立ち、防災・減災、国土強靭化のための対策を

さらに推進するため、次に掲げる事項について取り組むよう強く要望する。 

 

１  令和２年度末で期限を迎える「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」

については、インフラの老朽化対策や気候変動への対応、近年の社会情勢を踏まえ、

支援対象の拡大や支援要件の緩和、期間延長などの制度拡充を図ること。 

２  防災・減災、国土強靭化のための対策をさらに推進するため、安定的かつ持続的に

必要十分な予算措置を確保すること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

令和２年10月１日 

 

静 岡 県 菊 川 市 議 会  

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し 

地方税財源の確保を求める意見書 

 

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面し

ている。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・

地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。 

地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需

要への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、

これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。 

よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を

確実に実現されるよう、強く要望する。 

 

記 

 

１ 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保する

こと。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとと

もに、償還財源を確保すること。 

 

２ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮

できるよう総額を確保すること。 

 

３ 令和２年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減

収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を

含め弾力的に対応すること。 

 

４ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・

地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっ

ては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。 

 

５ とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響す

る見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策

として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ないものであったが、本

来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の

到来をもって確実に終了すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和２年10月１日 

 

静 岡 県 菊 川 市 議 会  

06　菊川市議会だより 議会のひろば


